
制度

公併

単独

公併

単独

公併

単独

公併

単独

公併

単独

公併

単独

公併

単独

（１） 請求書

・ 保険者毎に綴じる。

（２）

・

・

・

制度

公併

単独

公併

単独

（１） 請求書

・ ３９の次に都道府県番号を記載して下さい。県内分は「３０」

・ 1枚とする。

（２） 明細書　

・ 保険者番号順に一括綴とする。

・ 公併、単独順とし、公併分は法別番号の小さいものから順番に綴じる。

・ 特別療養費は明細書のみとし、別にして下さい。
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9

7

公併、単独の順とし、公併分は法別番号の小さいものから順番に綴じる。

被扶養者

区　　分

本　人

国保診療報酬請求書及び明細書の編綴方法
１　【国保一般・退職】

請求書（クリーム色）

7

8

7

7

8

7

00

67

70才以上一
般・低所得

一

70才以上

一　般

6歳

6歳

明細書

特別療養費は明細書のみとし、最上部におく。

２　【後期高齢者】

請求書（クリーム色）

区　　分

制度、区分順とする。

39

後期高齢

後期高齢

単独分

単独分

単独分

請求書
（クリーム色）

70才以上一般・
低所得公併分

70才以上7割
公併分

単独分

一般　公併分

一般　単独分

退職 6歳
単独分

国
保
一
般
分
　
明
細
書

退
職
分
　
明
細
書

明細書

請求書
（クリーム色）

後期高齢9割
公併分

明細書

後期高齢7割
公併分

後
期
高
齢
者
医
療
分
　
明
細
書


